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 [新規購入設備に係る支払増値税額は、売上にかかる受取増値税額から控除が可能に]  

 2009 年 1 月 1 日以降に購入した固定資産が対象となります。ただし、実際購入日と領収書発行日のいずれ

もが 2009 年 1月 1日以降でなければなりません。 

 対象になる固定資産の範囲は機械、車両運搬具及びその他生産や経営に関わる設備、工具器具です。ただ

し、建物、構築物および附属属設備、施設等は対象になりません。 

 また、購入の際、消費税がかかる小型車、オートバイ、遊覧船も対象となりません。 
 

 [輸入設備に係る増値税免税政策および  
外国投資企業に対する国内設備購入時の増値税還付政策は廃止に] 
 従来の輸入設備にかかる増値税免税政策は、対象としている輸入設備の範囲が広範であったため、中国国

産設備への投資意欲の減退や、国内製造業の衰退といった問題があるとされていました。その解決を意図

し、今回の改正により廃止となり、増値税は課税されることになりました。 

 従来の外国投資企業に対する国産設備購入の際の増値税還付政策は、今回の改正より控除できるようにな

ったため必要がなくなり、廃止となりました。 
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  [小規模納税者の増値税率が 6％から 3％へ軽減] 
 小規模納税者は簡易法により増値税額を計算するため、今回の減税政策の恩恵が受けられません。 

そこで、税負担率の公平化を図るため、小規模納税者の徴収率は、従来の 6％（工業）および 4％ 

（商業）から一律 3％に引き下げられました。 
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✔影   響： 今回増値税改正は大きな減税政策であり、最も重要な政策 

の一つです。約 1,200 億元もの減税効果があると予想されて 

います。 
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従来の増値税は棚卸資産

等の仕入税額のみが控除の

対象とされていましたが、今

回の改正により、控除対象が

固定資産にも拡大しました。 

製造業においては、新規購

入設備の増値税控除により

設備投資負担が大幅に軽減

されることになります。 


